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2025 年 7 月 1 日 No. 203（毎月 1 日発行） 

 
中小企業代金支払保障条例に伴う中国自動車メーカーの方針に関して 
「中小企業代金支払保証条例」が 2025 年 3 月 24 日に中国国務院より公布されました。中小企業の権利を

守り、ビジネス環境の最適化を図るために、政府機関や大手企業の中小企業への支払条件について規定しており、
2025 年 6 月 1 日から施行となります。 

具体的には、政府機関が中小企業へ商品代やサービス代を支払う場合に、交付日または検収合格日から 30 日
以内（別途契約を締結すれば最大 60 日以内まで延⾧可能）、大企業の場合は 60 日以内の支払期限を定め
ています。支払は現金を基本とし、手形や売掛金など非現金支払とする場合は明確に契約を締結する必要がありま
すが、中小企業に強制することや、支払期限の延⾧をすることは禁止となります。 

これを受けて、賽力斯集団（セレス）、吉利汽車集団、東風汽車、BYD、奇瑞汽車（Chery）、小鵬汽車
（Xpeng）等中国の自動車メーカー各社がサプライヤーへの支払期限を 60 日以内とする方針を表明しています。 

従来、大手企業がその地位を利用し、現金化できるまでの支払条件が 360 日前後のようなケースも散見されてお
り、取引関係を維持するためには多額の資金が必要になることが、中小企業の経営状況に大きな影響を与えていま
した。こうした商習慣は、日系企業が中国企業向けの販路を拡大することを躊躇する理由の一つともなっています。 

今後、大手企業はこれまでの支払条件を大幅に短縮する必要があるため、それに見合った資金を確保することが
求められることになり、資金調達に伴う経済的負担が増大することになります。 

 
ちなみに、いずれも連結ベースの公開情報ですが、 
トヨタ自動車（2025 年 3 月期）年度売上:48 兆円、営業債務:5.5 兆円 
BYD（2024 年 12 月期）年度売上:約 15.5 兆円（7,771 億元、1 元＝20 円換算）、買掛金＋支払

手形:約 4.9 兆円（2,440 億元、1 元＝20 円換算） 
と、売上の規模が 3:1 に対して、営業債務はほぼ同規模となっています。 

 
 本条例が、中国経済に対して良い影響を与えることを、期待したいところです。 
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